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の訴えを提起する。 
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第１ 不服申し立てにかかる判決の表示 

 第１ 主文 

１ 本件上告を棄却する。 

２ 本件を上告審として受理しない。 

３ 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。 

 第２ 理由 

１ 上告について 

  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法３

１２条１項又は２項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明

らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 

２ 上告受理申立てについて 

  本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法３１８条１項により受理す

べきものとは認められない。 

 

第２ 再審の趣旨 

最高裁判所令和７年（行ツ）第４９号行政上告事件について再審を開始するとの

裁判を求める。 

 

第３ 再審の事由 

 １ 民訴法３３８条１項１号及び裁判所法１０条１号 

（１）訴訟物と国籍法１１条１項の関係 

本件の対象事件（最高裁判所令和７年（行ツ）第４９号）において最も重要か

つ中心的な訴訟物は、再審原告（上告人）の日本国籍の存否である。 

この訴訟物についての判断は、国籍法１１条１項が合憲か違憲かで決まる。具

体的には、出生とともに日本国籍を取得した再審原告は、国籍法１１条１項が合

憲であれば米国市民権取得時に日本国籍を喪失し、違憲無効であれば現在も日本
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国籍を保持していることになる。 

このように国籍法１１条１項の憲法適合性は、対象事件の訴訟物について判断

するにあたって不可欠の前提となる争点である。司法権とは個別具体的な事件に

おいて訴訟物についての判断を示して紛争解決を図る作用であり、司法権の担い

手である裁判所（憲法７６条１項）は、当事者が設定した訴訟物について判断す

る義務があるる。それゆえ裁判所は、対象事件において国籍法１１条１項の憲法

適合性についての判断を回避できない。国籍法１１条１項の憲法適合性について

の判断を回避することは、訴訟物についての判断を回避することと同義であり、

司法府の責務の放棄と再審原告の裁判を受ける権利の侵害に帰結し（憲法３２条

違反）、許されないのである。 

実際にも裁判所は、対象事件の第一審でも控訴審でも、当事者の主張をふまえ

て憲法の解釈を行い、国籍法１１条１項の憲法適合性を判断し、そのうえで訴訟

物についての判断を示している。たとえば控訴審判決は、第一審判決が国籍法１

１条１項の合憲性を「争点１」として挙げたことをふまえて、（１）国籍法１１

条１項が憲法２２条２項に違反するか否か（８頁）、（２）国籍法１１条１項が憲

法１０条の立法裁量を逸脱するか否か（9 頁）、（３）国籍法１１条１項が憲法１

４条１項に違反するか否か（１０頁）、（４）国籍法１１条１項が憲法９８条２項、

３１条に違反するか否か(１２頁)、を論じ、憲法の各条項の解釈を行い国籍法１

１条１項は合憲であるとの結論を導いた。 

再審原告は、その控訴審判決に憲法解釈の誤りがあること及び内容に憲法違反

があることを主張して、上告をした（上告理由書参照）。 

上告審においても、訴訟物について判断するためには当然、国籍法１１条１項

の憲法適合性が、控訴審判決が示した争点と再審原告が上告にあたって追加した

争点（控訴審判決が判断遺脱した争点を含む。）に沿って、まず判断されなくて

はならない。 

特に最高裁判所は、違憲立法審査権を与えられた終審の裁判所である（憲法８
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１条）。民訴法３１２条１項は「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることそ

の他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」と定め、

高裁判決に憲法違反があることを理由として上告することを国民に権利として

保障している。これは国民に対して、憲法を最高法規とする法系系（憲法９８条

１項）の下で訴訟物について判断されることを保障するものであり、裁判を受け

る権利（憲法３２条）を具体化したものである。最高裁判所がこの保障の責務か

ら逃避することは、国民の裁判を受ける権利の侵害である。ことに対象事件は立

法府が制定した法律の憲法適合性が訴訟物の前提となる訴訟であるから、最高裁

判所が法律の憲法適合性についての判断から逃避すれば、違憲立法審査権は空洞

化し、憲法の最高法規性が損なわれる。さらにいえば、法律の憲法適合性につい

ての判断からの逃避は、司法権により立法権及び行政権の暴走を抑止しようとし

た憲法に対する背信であり、許されない。 

（２）判決裁判所は大法廷でなくてはならなかった 

ここで裁判所法１０条をみると、同条は柱書きにおいて「事件を大法廷又は小

法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、

左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。」と定め、１号で

「当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしない

かを判断するとき。（意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分

が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。）」としている（下線は再

審原告代理人による。）。 

この１号を本件の対象事件についてみると、国籍法１１条１項が「憲法に適合

するとの大法廷の裁判」は存在しないから、カッコ書きの適用はない。そして本

件においては上記（１）のとおり最高裁判所が、再審原告の主張に基づいて、国

籍法１１条１項が「憲法に適合するかしないかを判断する」ことが不可欠である。

それゆえ、本件の対象事件すなわち最高裁判所が国籍法１１条１項の憲法適合性

についての判断を迫られた対象事件では、小法廷限りでの裁判は許されず、大法
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廷で裁判がなされる必要があった（文末脚注１）。 

（３）結論 民訴法３３８条１項１号の再審事由に該当する 

ところが対象事件では、第一小法廷が例文決定により上告を棄却し、かつ、上

告不受理とし、審理を大法廷で行うことはなかった。 

これは民訴法３３８条１項１号の再審の事由（「法律に従って判決裁判所を構

成しなかったこと。」）に該当する。 

 

 ２ 民訴法３３８条１項９号 

（１）判決に影響を及ぼす重要な事項 

上記１（１）で述べたとおり、国籍法１１条１項の憲法適合性は対象事件の訴

訟物についての判断にとって不可欠の前提であり、「判決に影響を及ぼすべき重

要な事項」（民訴法３３８条１項９号）である。 

また、対象事件において再審原告の主張した上告理由は、控訴審判決の憲法の

解釈の誤り及び憲法違反を主張し、国籍法１１条１項の違憲性を論じるものであ

る。その中には、国籍を保持する権利（専断的に国籍を奪われない権利）を憲法

が保障している根拠にかかる事実や（文末脚注２）、それと密接に関連する憲法１１条

の制定過程での議論の内容など、判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての

新しい指摘も含まれる（上告理由書９１〜１０５頁）。さらに控訴審判決の理由

不備（民訴法３１２条２項６号違反）も含まれる（上告理由書１０５〜１０６頁）。

これらはすべて「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」（民訴法３３８条１項９

号）である。 

（２）例文決定の意味内容 

ところが、対象事件の裁判は、「上告棄却の例文決定」であった。 

上告棄却の例文決定は、「最高裁としての法的判断を示したものではなく、争

点に関する原審の判断を是認したものともいえません」（『行政事件訴訟におけ

る調査検討・審理運営の在り方について』１０頁、岩井伸晃、２０２４年）とさ
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れるものである。 

つまり対象事件の裁判は、訴訟物についての判断の不可欠の前提である国籍法

１１条１項の憲法適合性や、再審原告の主張する憲法上の主張やその主張に関す

る事項、すなわち「判決に影響を及ぼすべき重要な事項」（民訴法３３８条１項９

号）について法的判断を示したものではない。したがって、対象事件の裁判には、

判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱がある。 

これは民訴法３３８条１項９号の再審事由（判決に影響を及ぼすべき重要な事

項について判断の遺脱があったこと。）に該当する。 

 

 ３ 結論 

よって、再審原告は、民訴法３３８条１項１号及び９号に基づき、本件につい

て再審開始の決定を求め、もって大法廷での判断を求める。 

 

第４ 新たな攻撃防御方法の追加 

再審開始決定がなされた場合に備えて、主張及びその理由を追加して述べる。 

 

１ 憲法１４条１項違反（立法目的の不存在） 

国籍法１１条１項は、国籍選択制度（１４条）の利用の機会について、外国国籍

を志望取得した者と、生来的複数国籍者その他の複数国籍者との間で、異なる取扱

いを生じさせており、これが憲法１４条１項の平等原則に違反するのではないかが

問題になる。しかしながら、国籍法１１条１項には、そもそもかかる異なる取扱い

を生じさせる立法目的は存在しなかったものであり、同条項による取扱いの差異は

合理的な根拠を欠くものとして、憲法１４条１項に反する差別的な取扱いである。

以下、詳述する。 

（１）差別的取扱いの存在 

ア 日本国籍者と外国国籍者（本国の国籍法が血統主義を採用する場合）の夫婦
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の子は、出生時に日本国籍及び外国国籍を取得し、生来的に複数国籍となる（国

籍法２条１号）。また、日本国籍者が、外国国籍者との婚姻や、外国国籍者によ

る認知により、当該外国の法律に基づき自動的に当該外国国籍を付与されたり、

あるいは親が外国に帰化したことに伴い子が自動的に当該外国の国籍を付与さ

れる場合（当然取得）は、国籍法１１条１項の「自己の志望によって外国の国

籍を取得した」の要件の反対解釈によって、日本国籍を保有したまま外国国籍

を取得し、複数国籍となる。さらに、外国国籍の婚外子が１８歳になる前に日

本国籍者である父の認知を受けた上で法務大臣に国籍取得の届出をしたとき

（国籍法３条１項）、国籍法１２条により日本国籍を喪失した者が１８歳になる

前に日本国内に住所を有して法務大臣に国籍取得の届出をしたとき（国籍法１

７条１項）、日本に帰化しようとする外国国籍者についてその意思にかかわらず

その国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇

につき特別の事情があると法務大臣が認めて帰化を許可したとき（国籍法４条、

５条１項５号、同条２項）は、これらの外国国籍者は、外国国籍を保持したま

ま、自己の志望によって日本国籍を取得し、複数国籍となる。 

 国籍法は、これらの複数国籍（生来的複数国籍、外国国籍の当然取得による

複数国籍、日本国籍の志望取得による複数国籍）の発生を制度上認めており、

発生した複数国籍は国籍選択制度（国籍法１４条）によって事後的に解消する

ことを予定している。そして選択期間を過ぎても国籍選択をしない者に対して

は、直ちに日本国籍を喪失するものとはせず、本人に国籍選択が必要であるこ

とを具体的に認識させて選択の機会を保障する（甲５・法制審議会議事録５頁）

ために、法務大臣が国籍選択の催告を行う制度を設けている（国籍法１５条）。

加えて、国籍の喪失は本人及び家族に重大な影響を与えるとの配慮から、法務

大臣による選択催告はその制度が設けられた１９８４年法改正以来、一度も行

われたことがない（甲３５・平成１６年６月２日衆議院法務委員会議録１０頁

最下段、甲６・日本弁護士連合会調査報告書１４頁）。 
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イ 日本国籍者が外国国籍を志望取得した場合、仮に国籍法１１条１項が存在し

なければ、その者は一旦日本国籍と外国国籍の複数国籍となった上で、上述し

た国籍選択制度によって事後的に複数国籍を解消することが求められ、その際

には国籍選択の機会が与えられることとなる。 

 しかるに、国籍法１１条１項は、外国国籍を志望取得した日本国籍者につい

てのみ、事後的な国籍選択の機会を与えず、外国国籍の取得と同時かつ自動的

に日本国籍を喪失させる。その際に本人が「外国国籍を取得したら日本国籍を

喪失する」との認識を有することは同条項の適用の要件となっておらず、した

がって外国国籍の取得によって日本国籍を喪失することを認識していなくても、

外国国籍の志望取得によって日本国籍を喪失する。 

ウ このように、国籍法１１条１項は、外国国籍を志望取得した日本国籍者に限

って、事後的な国籍選択の機会を与えず、本人の認識の有無を問わずに日本国

籍を喪失させるものであり、国籍選択の機会の有無について、他の複数国籍者

と異なる取扱いを生じさせているものである。したがって、かかる異なる取扱

いを生じさせる国籍法１１条１項の憲法１４条１項適合性が問題となる。 

エ なお、上記の異なる取扱いの有無については、事前に外国国籍を取得するか

否かを選択する機会があったとか、国籍法１１条１項が外国国籍の志望取得に

よる日本国籍の喪失という法律効果を明記していることを踏まえて、日本国籍

の喪失という結果を認識することが可能であった、等の指摘がなされる。 

 しかしながら、「外国国籍を取得するか否かを選択する機会」とは、外国国籍

を取得するか取得しないか、の選択の機会であり、日本国籍を離脱するか離脱

しないか、の選択に関する機会ではない。外国国籍を取得することと日本国籍

を喪失することは別個の事柄であり、国籍法１１条１項の存在によってはじめ

て「外国国籍の取得＝日本国籍の喪失」という効果が生じているのであるから、

同条項の要件・効果を具体的に認識していなければ、外国国籍を取得すること

によって日本国籍を喪失する、ということを認識することはできず、外国国籍
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を取得する際に「外国国籍を取得して日本国籍を放棄するか、外国国籍の取得

を断念して日本国籍を保持するか」という選択、言い換えれば「日本国籍を放

棄するか保持するか」という選択をすることは不可能である。したがって、「外

国国籍を取得するか否かの選択の機会がある」ことをもって、国籍法１４条１

項の国籍選択と同じ国籍選択の機会があったと言うことはできない。 

 また、国籍選択制度は国籍法１４条１項で国籍選択期間内の選択義務を明示

しているにもかかわらず、さらに国籍法１５条が規定する書面による選択催告

の通知によって本人に国籍選択の必要性を具体的に認識させるものとしている

のであり、このことと、国籍法１１条１項が国籍喪失の効果を明記しているこ

とを理由に、国籍選択の必要性に関する本人の具体的な認識を問わずに日本国

籍を喪失させることとを対比するならば、やはり国籍選択の機会の保障につい

て外国国籍の志望取得者と他の複数国籍者との間には取扱いの差異が存在する。 

オ 以上の通りであるから、国籍法１１条１項は外国国籍を志望取得した日本国

籍者について、国籍選択の機会の保障の有無・程度について、他の複数国籍者

と異なる取扱いを生じさせているものである。 

（２）異なる取扱いを生じさせる法律の規定の類型 

ア ある法律の規定が異なる取扱いを生じさせている場合を具体的に検討すると、

①ある要件や効果を定めた法律の規定に対して、一部の対象者について異なる

取扱いをする目的で、要件あるいは効果の点で異なる取扱いをする別の規定を

設ける、という類型と、②一つの法律の規定の中に、対象者の一部について異

なる取扱いをすることを目的とした要件あるいは効果の定めを設ける、という

類型が存在する。 

イ 上記の①は、尊属殺重罰規定がこれに該当する。すなわち、普通殺の規定に

対して、「尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊

重」という立法目的のために、「尊属を殺害」した者に対し「死刑又は無期懲役」

という加重された刑罰を課す、という異なる取扱いをする尊属殺規定を設ける
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ものである。 

ウ 上記の②は、最高裁大法廷平成２０年６月４日判決（最高裁判所裁判集民事

２２８号１０１頁）が違憲とした改正前国籍法３条１項や、やはり最高裁大法

廷平成２５年９月４日判決（最高裁判所民事裁判集６７巻６号１３２０頁）が

違憲とした非嫡出子相続分差別規定（民法９００条４号ただし書前段）がこれ

に該当する。すなわち、改正前国籍法３条１項は、届出による国籍取得を認め

る対象から非嫡出子を除外するために、「父母の婚姻」要件を設け、また廃止さ

れる前の民法９００条４号ただし書前段は、嫡出子と非嫡出子で相続の権利に

ついて異なる取扱いをするために、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の

相続分の 2 分の１とし」との規定を設けていた。 

エ このように、異なる取扱いを生じさせる法の規定の在り方には、別個の規定

を設けることによって差別的取扱いを生じさせている場合と、一つの規定の中

のある要件若しくは効果の定めによって差別的取扱いを生じさている場合があ

るが、いずれの場合も、ある立法目的を達成するために、意図的に（特別の規

定を設けることによって、あるいは異なる取扱いをする要件を設けることによ

って）異なる取扱いを生じさせているものである。 

オ 本件で問題となっている、国籍法１１条１項は、この規定がなければ一旦複

数国籍となった上で国籍選択の対象となるはずの、外国国籍を志望取得した日

本国籍者について、同条項を設けることによって、事後的な国籍選択の機会を

与えない、という異なる取扱いを生じさせているものであり、上記の①の類型

に該当するものである。 

（３）国籍法１１条１項には異なる取扱いをする立法目的が存在しないこと 

ア ある法律によって異なる取扱いが生じている場合に、立法府の裁量権を考慮

しても、なおその異なる取扱いをすることの立法目的に合理的な根拠が認めら

れない場合、又はその具体的な異なる取扱いと上記の立法目的との間に合理的

関連性が認められない場合には、当該異なる取扱いは、合理的な理由のない差
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別として、憲法１４条１項に違反するものとなる。 

 そこで、国籍法１１条１項は国籍法１４条が規定する国籍選択制度に対して、

どのような立法目的のもとで、その達成手段として外国国籍を志望取得した日

本国籍者についてのみ国籍選択の機会に関して異なる取扱いを設けたのか、を

検討する必要がある。 

イ 現行国籍法における複数国籍解消の中核的制度である国籍選択制度は、１９

８４年の国籍法改正によって新設されたものである。他方、国籍法１１条１項

の制度は旧国籍法の時代からほぼ同じ内容で存在する（旧法２０条、改正前法

８条）が、旧国籍法及び改正前国籍法には国籍選択の制度は存在しなかったか

ら、旧法２０条及び改正前法８条当時、「外国国籍を志望取得した者に国籍選択

の機会があるか否か」という検討はなされなかったことが明らかである。 

 そして、１９８４年改正によって国籍選択制度が新設された際に、複数国籍

者の発生を認めた上で国籍選択の機会を保障する新しい仕組みと、複数国籍の

発生を防止するために日本国籍を喪失させる国籍法１１条１項の制度の整合性

について検討された形跡は、国会の審議録や法制審議会の議事録を見ても皆無

である。 

ウ そもそも、１９８４年法改正の当時には、国籍法１１条１項の立法趣旨につ

いて、講学上は「新たに取得した外国の国籍を優先させて、従来もっていた日

本の国籍を喪失させることが、国籍非強制の理想からも当然と考えられるから

である。けだし、自己の志望によって外国の国籍を取得するということは、そ

の反面、当然に従来の国籍を放棄する暗黙の意思があると認めるべきである」

（甲８（昭和５６（１９８１）年１０月初版第７刷発行）・５９頁）と理解され

ていた。「国籍非強制の理想」とは、要するに本人の意思を無視して国籍を取得

させたり、国籍の離脱を制限することをしてはいけない、という考え方であり、

国籍法１１条１項（改正前法８条）による国籍喪失は本人の意思による日本国

籍の離脱の一つであると位置づけられていた（その背景には、当時の諸外国の
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国籍法制では国籍取得の際に原国籍の離脱が条件とされていることが一般的で

あり、外国国籍の取得を希望するときは同時に日本国籍の離脱も希望するもの

と理解しやすい、という事情があったものと解される）。 

また、乙８「外事法・国籍法」（黒川忠正・細川清）３６３頁においても「自

己の志望によって外国の国籍を取得することは、反面当然に従来の国籍を放棄

する意思があるとみるべきであるとともに、二重国籍の発生を防止するために

も、外国の国籍を取得することによって当然に国籍を喪失することが必要だか

らである。したがって、国籍法１１条１項の規定は、国籍離脱の自由の実現と

国籍の積極的抵触の防止を目的としたものと言うことができる。」としており、

同条項による日本国籍喪失の根拠を本人の日本国籍放棄の意思に求めている。 

 また、１９８４年の国籍法改正の審議の際に、法務省担当者は、「国籍を持つ

権利といいますのは、現にその国の国民であるという者、すなわち先ほどの概

念で申し上げますと、国家の構成員であるという地位に既に立っている者を、

その構成員でなくなすということにつきましては、ほしいままに自分の持って

いる国籍を奪われないという意味では一つのはっきりした権利といえようかと

思います。」（甲８・３頁第４段）、「我が国の国籍法におきましては、日本の国

籍を持っておる者について、本人の意思なしに日本の国籍を失わせるという規

定は設けておりません。」（同・４頁第２段）と答弁していた。このことから分

かるように、国も、１９８４年法改正当時は改正前法８条及びこれを引き継い

だ国籍法１１条１項は、本人の意思による国籍の離脱と考えていたのであって、

同条項による日本国籍の喪失を「志望による外国籍の取得によって自動的に生

じる効果」であるとは認識していなかった。 

 以上述べた、改正前法８条及び国籍法１１条１項に対する１９８４年法改正

当時の国や研究者の認識を前提とするならば、新設された国籍選択制度による

日本国籍の離脱も、旧来からある国籍法１１条１項による日本国籍の喪失（放

棄）も、同じく本人の意思に基づくもの、ということになる。したがって、両
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者の整合性の検討に思い至らなかったのは、むしろ当然ということができる。 

エ このように、１９８４年の法改正当時、立法者は新設される国籍選択制度を

前提として、国籍法１１条１項の対象者に限って国籍選択の機会を与えずに本

人の意思に反して日本国籍を喪失させる、という異なる取扱いが生じることを

認識していなかったのであり、したがって異なる取扱いをすることの目的もも

ちろん存在しなかった。つまり、１９８４年法改正時において国籍法１１条１

項は、国籍法１４条の国籍選択制度に対して、外国国籍を志望取得した者につ

いては国籍選択の機会を与えないという異なる取扱いをすることを目的として

設けられた規定ではなく、したがって外国国籍を志望取得した者に限って国籍

選択の機会の保障について異なる取扱いをすることの立法目的も存在しないの

である。 

 しかるにその後、国籍法１１条１項による日本国籍の喪失が本人の意思によ

るものではなく法の規定による効果であることが指摘され（甲１０・１２０頁、

甲３・１３１頁、甲１１・３３９頁）、さらに本件訴訟を含め国籍法１１条１項

の憲法１４条１項適合性を争う一連の裁判において、生来的複数国籍者等と国

籍法１１条１項の対象者との間で国籍選択の機会の有無について取扱いの差異

が生じていることが指摘されている。しかしながらこの取扱いの差異は、１９

８４年法改正時の立法者が意図して作出したものではなく、前述したとおり法

改正時に両制度の整合性について立法者が検討を欠いた結果生じたものである。 

オ 法の下の平等を定める憲法１４条１項は、事柄の性質に即応した合理的な根

拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止するものである（最高

裁昭和３９年５月２７日大法廷判決・民集１８巻４号６７６頁、最高裁昭和４

８年４月４日大法廷判決・刑集２７巻３号２６５頁、平成２０年最大判等）。 

 しかるに、上述の通り、国籍法１１条１項は国籍選択の機会の保障について

外国国籍を志望取得した者を生来的複数国籍者等に対して異なる取扱いをする

ことを目的として設けられた規定ではなく、かかる取扱いの差異を設けること
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の立法目的自体が存在しない。したがって、国籍法１１条１項による、国籍選

択の機会の保障についての異なる取扱いは、「事柄の性質に即応した合理的な根

拠」に基づくものとはいえないものである。 

（４）国籍法１１条１項が憲法１４条１項に適合する余地はあるか 

ア ある法律の規定によって差別が生じている場合において、その差別を生じさ

せることに「合理的な根拠」がなければ、当該法律は憲法１４条１項に違反す

るものとして無効となるのであり、国籍法１１条１項が憲法１４条１項に違反

するものであることは、上述したところから明らかである。 

イ このように、「合理的な根拠」なく差別的取扱いを設けている国籍法１１条１

項が、なお憲法１４条１項に適合すると判断される余地がありうるとは容易に

は考えがたい。 

 その上で、もしそのような可能性を検討するならば、 

・  国籍法１１条１項によって剥奪される日本国籍が極めて重要な法的地位

ないし資格であること、 

・  憲法２２条２項が(複数国籍者の存在を前提にして）日本国籍を離脱する

か否かの選択の自由を保障していること、 

・  国籍法が生来的複数国籍者等の複数国籍の発生を広く認めた上で、本人に

国籍選択の機会を保障しつつ、事後的に複数国籍を解消するという立法政策

を採用しており、その範囲では「複数国籍による弊害の防止」の要請よりも

「本人の意思による国籍離脱の機会を保障する」という利益を優先させる立

法政策を採っていること、 

・  現実社会においておよそ１１０万人を超えるとも推測される複数国籍者

が既に存在し、その数は年々増加しており、それによる社会的問題は発生し

ておらず、国自身も複数国籍者の増大を容認していること、 

等を踏まえた上でなお、これらの事情や要請を超えて、外国国籍の志望取得者

の日本国籍を剥奪してまで複数国籍の発生を事前に抑止すべき法的・社会的必
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要性があるか、が厳密に検討されなければならない。 

 しかしながら、かかる必要性が存在しないことは、再審原告が一審以来繰り

返し主張してきたところから明らかである。 

（５）小結 

 以上より、本人に事後の国籍選択の機会を与えずに、外国国籍の取得と同時

に自動的に日本国籍を喪失させる国籍法１１条１項は、憲法１４条１項に反し

無効である。 

（６）原判決の判示に対する反論 

ア 原審である福岡高裁令和６年１０月１０日判決は、外国国籍の当然取得や生

来的取得との対比において「外国国籍の志望取得以外の形態で複数国籍となる

者については、直ちに日本国籍を失うものとはせず、事後的に国籍を選択する

制度を設けることに合理性がある。他方で、外国国籍の志望取得者については、

自己の意思に基づいて外国国籍を取得したのであるから、外国国籍取得後に国

籍を選択する機会を与える必要性に乏しく、重国籍から生ずる弊害をできる限

り防止し解消するためには速やかに日本国籍を喪失させることが望ましいとい

える。」と判示し（１０頁）、「重国籍から生ずる弊害をできる限り防止し解消す

るために速やかに日本国籍を喪失させる」ことが国籍法１１条１項の立法目的

であるかのように論じる。 

イ 改正前国籍法は、複数国籍の発生を防止する制度（改正前法８条の他に、同

法２条１号２号、同法４条５号、同法９条）を有する一方で、一旦発生した複

数国籍（改正前法の下でも、配偶者である外国国籍者の本国法が父母両系血統

主義を採用していた場合の夫婦の子や、外国国籍を当然取得した場合、さらに

国籍留保届（改正前法９条）をした場合等は、複数国籍が発生した）を事後的

に解消することを目的とした制度は存在しなかった。 

 複数国籍の事後的解消のための制度は１９８４年法改正においてはじめて採

用されたものであるが、同改正によって帰化の原国籍離脱要件の例外を認めた
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り（国籍法５条２項）、準正（現在では認知）による国籍取得（国籍法３条１項）

や国籍再取得（国籍法１７条１項）など、積極的に複数国籍の状態を作出する

制度を新設する一方で、改正前法８条を１１条１項として存続させることにつ

いて、「重国籍から生ずる弊害をできる限り防止し解消するために、外国国籍を

志望取得した者の日本国籍は速やかに喪失させる」必要性について検討され議

論されたことを裏付ける議事録や論文等の文献資料は存在しない。 

ウ したがって、１９８４年法改正時に、「重国籍から生ずる弊害をできる限り防

止し解消するために速やかに日本国籍を喪失させる」必要性という観点から、

外国国籍を志望取得した者を他の複数国籍の場合と異なる取扱いをすることを

意図していたとは解しがたい。 

 

２ 日本で効力を有する人権条約について 

本節では、日本が批准し日本で効力を有する２つの人権条約の条文を明示するこ

とで、専断的に国籍を奪われない権利（世界人権宣言１５条２項。国籍を保持する

権利ともいう。）が憲法により保障されるという従前の主張（上告受理申立て理由書

２２～４０頁）を補強する。 

（１）障害者の権利条約と専断的に国籍を奪われない権利 

ア 人権条約上の権利 

人権条約上の権利は、「平等かつ奪い得ない権利」すなわち“基本的人権であ

ると考えられるもの”である。人権条約上の権利は、いずれも金森国務大臣が

いうところの「総ての基本的人権
、、、、、、、、

」に含まれるものとして「政治の実際に於て

将来実証出来」たものである（甲１５７・２５２頁）。日本政府は、複数の人権

条約を批准しており、それらの人権条約がすべての人類に保障する権利につい

て、基本的人権であると認識して、条約批准に至っている。 

したがって、人権条約がすべての人類に保障する権利は、日本国憲法が保障

する基本的人権に当然に含まれるものであり、日本政府もそのことを認識して
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いる。 

イ 障害者の権利条約と専断的に国籍を奪われない権利 

障害者の権利条約は、人権条約のうち、日本政府が２０１４年１月２０日に

批准し、同年２月１９日に日本における効力が発生したものである。 

障害者の権利条約１８条１項（a）は、次のとおり定めている。 

 

１ 締約国は、障害者について次のことを確保すること等により、障害者が、

他の者との平等の基礎の上に、移動の自由、居住の自由及び国籍について

の権利を有することを認める。 

（a） 障害者が、国籍を取得し、及び変更する権利を有すること並びにそ

の国籍を専断的に又は障害に基づいて奪われないこと。 

 

この条項は、障害者が障害ゆえに不利に扱われることのないよう、ベースラ

インとしての「専断的な国籍剥奪の禁止」（世界人権宣言１５条２項）に加え

て「障害に基づく国籍剥奪の禁止」を障害者に保障したものである。したがっ

て、障害者には専断的に国籍を奪われない権利があり、人権条約上のこの権利

は、上記のとおり、憲法上の基本的人権である。 

そして、障害者についてのみ専断的に日本国籍を奪われない権利が保障され

るとすることに合理的理由はないから、健常者も専断的に日本国籍を奪われな

い権利を等しく保障される。 

すなわち、専断的に日本国籍を奪われない権利（日本国籍を保持する権利）

は、障害の有無に関わりなくすべての日本国民に対して「侵すことのできない

永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられ」て保障される「基本的人

権」である（憲法１１条）。 

原判決（控訴審判決）はこれと異なる判断をしており、憲法に違反する。 
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（２）子どもの権利条約と国籍を保持する権利 

ア 人権条約上の権利 

人権条約がすべての人類に保障する権利は、日本国憲法が保障する基本的人

権に当然に含まれるものであり、日本政府もそのことを認識していることは、

上記（１）アで述べたとおりである。 

イ 子どもの権利条約と国籍を保持する権利 

子どもの権利条約は、人権条約のうち、日本政府が１９９４年４月２２日に

批准し、同年５月２２日に日本における効力が発生したものである。 

子どもの権利条約が保障する権利も、金森国務大臣がいうところの「総ての
、、、

基本的人権
、、、、、

」に含まれるものとして「政治の実際に於て将来実証出来」たもの

であり（甲１５７・２５２頁）、憲法によって保障される基本的人権である。 

同条約８条１項は、次のとおり定めている。 

 

１ 締約国は、子どもが法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を

含むその身元関係事項について、不法に干渉されることなく保持する権利

を尊重することを約束する。 

 

したがって、日本国籍の子どもには、不法に干渉されることなく日本国籍を

保持する権利（専断的に日本国籍を奪われない権利と同義である。）が、憲法

上の基本的人権として保障される。そして、不法に干渉されることなく日本国

籍を保持する権利が子どもにのみ保障されて大人には保障されないとするこ

とに合理的理由はないから、大人も同権利を等しく保障される。（なお、子ど

もの権利条約８条１項が国籍を保持する権利の「尊重」を子どもについてのみ

求める文言となっているのは、同条約の基本原則が「子どもの最善の利益」だ

からであり（３条１項、子どもの権利委員会による一般的意見１４号パラグラ

フ１）、子どもについて大人とは異なる「尊重」を求めることには合理的理由
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がある。） 

したがって、不法に干渉されることなく日本国籍を保持する権利（専断的に

日本国籍を奪われない権利）は、年齢にかかわらずすべての日本国民に対して

「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられ」て

保障される「基本的人権」である（憲法１１条）。 

原判決（控訴審判決）はこれと異なる判断をしており、憲法に違反する。 

 

３ 上告受理申立て理由書における主張の援用 

再審原告は、本件の対象事件のほか、上告受理申立て事件（最高裁判所令和７年

（行ヒ）第５６号）の不受理決定を対象事件とする再審も提起している。 

そこで再審原告は、この上告受理申立て事件の再審が開始されず本件について

のみ再審開始決定がなされた場合は、同事件で提出した上告受理申立て理由書で

述べた主張をすべて援用する。 

以上 

 

注1 国籍留保（国籍法１２条）の合憲決定が小法廷限りでなされた事案がある（２

０１５年（平成２７年）３月１０日最高裁第三小判決、民集６９巻２号２６５頁）。

その調査官解説（甲１３１）を読むと、憲法１４条１項違反かどうかが主要な争

点となったことと、２００８年（平成２０年）６月４日最高裁大法廷国籍法３条

１項違憲判決（最高裁判所裁判集民事２２８号１０１頁）が引用されていること

がわかる。しかし、２００８年大法廷判決は、当時の国籍法３条１項を違憲と判

断したものであり、国籍法１２条に関して「前に大法廷でした、その法律、命令、

規則又は処分が憲法に適合するとの裁判 」（裁判所法１０条１号カッコ書き）で

はない。仮に「意見」を「大法廷の多数意見が示した判断枠組み」と読み替えた

のだとしても、この点は同様である。裁判所法の文言に忠実に解釈するなら、国

籍法１２条に関する上記事件は大法廷で判断されるべきであった。 
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  この点について最高裁第三小法廷は、裁判所法１０条１号を、その文言から離

れて、「大法廷で用いた判断枠組みを用いて合憲判断するときは小法廷限りで裁

判できる」と解釈することが許されると解したのかもしれない。しかし、仮にそ

のような解釈が許されるとしても、上告受理申立て事件（最高裁判所令和７年（行

ヒ）第５６号）における上告受理申立て理由書４９〜６６頁で詳細に指摘したと

おり２００８年大法廷判決の判断枠組みを丁寧に用いれば国籍法１１条１項は

違憲無効とならざるを得ないから、上記事件は大法廷で判断されるべきであった

との結論は変わらない。 

注2 上記の調査官解説（甲１３１）では、「国籍保持権なる権利が憲法１３条によ

って保障されているとする根拠が必ずしも明らかではない」（１２３頁）、「国

籍保持権なる権利の具体的内容は判然としない」（１３８頁）とする。しかし、

対象事件において再審原告が提出した「理由書の訂正と補充の書面」（２０２５

年４月２４日）で指摘したとおり、日本が１９９４年に批准し同年に日本におい

て効力が発生した子どもの権利条約８条１項は国籍を保持する権利について定

めており、２０１４年に批准し同年に日本において効力が発生した障害者の権利

条約１８条１項（ａ）は、国籍を専断的に奪われない権利について定めている。

これは日本で適用されている条約に関する公知の事実であり、調査官解説が触れ

ていないのは不可解である。 

以上 

附属書類 

再審訴状副本          １通 

不服申し立てに係る判決の写し  １通 

訴訟委任状           １通 

除斥申立書（裁判官）      １通 

忌避申立書（裁判官、調査官） 各１通 

以上  
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